
救命入門普及員 救命入門普及員講習 (１５時間）

救命入門普及員再講習 (９０分）

救命入門普及員追加講習(９時間）

救命入門普及員追加講習を修了した者は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する
実施要綱（平成5年3月30日付け消防救第41号）に掲げる講習を修了したこととし、
応急手当普及員の資格を有することとする。

 

稚内地区消防事務組合消防署

　　　消　防　署　長　　様

依頼者氏名

令和 年 月

救 命 入 門 普 及 員 講 習 依 頼 書

１．講習種別 □

□

日

５．連 絡 先

２．日　　時
令和 年 月

□

曜日から

３．事業所名

４．そ の 他

日


